
 

 

 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例 

  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

(法人税：義)（国税２） 

(法人住民税、法人事業税：義)（自動連動） 

② 上記以外の

税目 

(所得税：外) 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

租税特別措置等の内容  

１ 概要 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年

法律第１０１号。以下「環境整備法」という。）第５条第１項

において、国は、航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生

ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定

する第二種区域（以下「航空機騒音障害区域」という。）に当

該指定の際現に所在する建物等の所有者が、当該建物等を移転

し、又は除却するときは、当該移転又は除却により通常生ずべ

き損失を補償することができる旨を規定しており、また、同条

第２項において、国は、航空機騒音障害区域に所在する土地の

所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、当該土地を買い

入れることができる旨を規定している。 

このうち、航空機騒音障害区域に所在する法人又は個人の事

業用資産（以下「事業用資産」という。）を、国に譲渡し航空

機騒音障害区域以外の地域に買い換える場合等に適用される譲

渡所得の課税の特例が認められており、本特例措置の適用期間

の延長を要望するもの。 

２ 控除の内容 

事業用資産を国に譲渡し、航空機騒音障害区域以外の地域に

買い換える場合等において、資産の譲渡による収入金額が買換

資産の取得価額以下のときは、その収入金額の７０％に相当す

る金額を超える金額に相当する資産の譲渡があったものとして

所得税が課税される等の特例措置である。 

 

《要望の内容》 

 (法人税) 

措置の適用期限を３年間延長し、令和１１年３月３１日までとす

る。 

(所得税) 

措置の適用期限を３年間延長し、令和１１年１２月３１日までと

する｡ 

 



 

 

《関係条項》 

(法人税）租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６５条の７、 

第６５条の８､第６５条の９ 

(所得税)同法第３７条、第３７条の２、第３７条の３、第３７条の４ 

 

5 担当部局 防衛省地方協力局地域社会協力総括課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和７年８月 

分析対象期間：令和４年度～１０年度  

 

7 創設年度及び改正経緯 昭和４９年度 創設        

昭和５０年度 延長（５年間) 

昭和５５年度 延長（５年間) 

昭和６０年度 延長（５年間) 

縮減（圧縮割合を８０％に引下げ） 

平成 ２年度 延長（１年間) 

平成 ３年度 延長（５年間) 

平成 ８年度 延長（５年間) 

平成１３年度 延長（５年間) 

平成１８年度 延長（５年間) 

平成２３年度 延長（３年間) 

平成２６年度 延長（３年間) 

 環境整備法の規定により譲渡されるものに限定。 

 土地等にあっては、平成２６年４月１日又はその資

産の所在地が航空機騒音障害区域となった日のいず

れか遅い日前に取得したものに限定。 
平成２９年度 延長（３年間）  
令和 ２年度 延長（３年間） 

縮減（圧縮割合を７０％に引下げ） 
令和 ５年度 延長（３年間） 
 

8 適用又は延長期間 ３年間 

(法人税)令和８年４月１日～１１年３月３１日 

(所得税)令和９年１月１日～１１年１２月３１日 

 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する建物等の所有者に対

して移転補償や土地の買入れ（以下「移転の補償等」という。）

を行うことにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与

することを目的としている。 

  

《政策目的の根拠》 

１ 環境整備法第１条及び第５条 

２ 国家防衛戦略について（令和４年１２月１６日国家安全保障

会議・閣議決定）Ⅲ第１項（２） 

３ 防衛力整備計画について 

（令和４年１２月１６日国家安全保障会議・閣議決定）Ⅵ第３項 

 

別紙第１参照 



 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

防衛省における政策評価に関する基本計画について（防官企

(防)第１６８号。令和５年３月２９日）に規定する防衛省の政策

評価における政策体系において、次のとおり位置付けられてい

る。 

別紙第２参照 

 

基本目標：①力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環

境を創出②力による一方的な現状変更やその試みを、同

盟国・同志国等と協力・連携して抑止・対処し、早期に

事態を収拾③万が一、我が国への侵攻が生起する場合、

我が国が主たる責任をもって対処し、同盟国等の支援を

受けつつ、これを阻止・排除 

政策分野：我が国自身の防衛体制の強化（我が国の防衛力の抜本

的強化、国全体の防衛体制の強化） 

     防衛力を支える要素 

施 策：地域コミュニティーとの連携 

  
③ 租税特別措

置等により

達成しようと

する目標 

航空機騒音障害区域における移転の補償等が未実施の建物約  

１１,０００戸、土地約５,２００ha のうち、令和８年度から令和

１０年度までの３年間に、令和６年度末時点で移転の希望がある

事業用資産、建物１２戸、土地１６.５ha に対し移転等を実施す

る。 

  

④ 政策目的に

対する租税

特別措置等

の達成目標

実現による

寄与 

本特例措置により、事業者の移転に伴う一時的な経済負担を軽

減し航空機騒音障害区域外への移転を容易にすることで、航空機

の音響に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけが受けて

いる不利益を公平の観点から是正し、関係住民の生活の安定及び

福祉の向上に寄与することとなる。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 〇適用件数 

  

年度 

区分 

令和

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

法

人

税 

件数(件) １ ０ ８ ８ ４ ２ ０ 

建物(戸) １ ０ ５ ５ ３ ２ ０ 

土地(ha) ０.００８ ０ ０.３ ０.９ ２.４ ０.１ ０ 

所

得

税 

件数(件) ２２ １６ １５ ４７ ３５ ２７ ２ 

建物(戸) １５ ２７ ３ ８ ４ ３ ０ 

土地(ha) ２.８ ２.２ ４.４ ２３ ９ ６.６ ０.５ 

【算定根拠】 
１ 各年度の計数については、地方協力局地域社会協力総括課で整理 

２ 令和６年度以前の根拠については、別紙第３－１～３参照 

３ 令和７年度以降については見込みであり、別紙第３－４～７参照 

 



 

 

② 適用額 〇適用額 

（単位：百万円） 

年度 

区分 

令和 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

法人税 １２ ０ ２２７ ７０７ ２２２ １９５ ０ 

所得税 ５１２ ５１１ ２７３ ９４５ ５３１ ９３２ １５８ 
 

【算定根拠】 
１ 各年度の計数については、地方協力局地域社会協力総括課で整理 

２ 令和６年度以前の根拠については、別紙第３－１～３参照 

３ 令和７年度以降については見込みであり、別紙第３－４～７参照 

 

③ 減収額 〇減収額                         

 （単位：百万円） 

年度 

区分 

令和

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

法人税 ３ ０ ５３ １６４ ５２ ４５ ０ 

法人住民税 ０ ０ ４ １１ ４ ３ ０ 

法人事業税 １ ０ ２２ ６７ ２２ １９ ０ 

所得税 ７７ ７７ ４１ １４２ ８０ １４０ ２４ 
 

【算定根拠】 
１ 各年度の計数については、地方協力局地域社会協力総括課で整理 

２ 令和６年度以前の根拠については、別紙第３－１～３参照 

３ 令和７年度以降については見込みであり、別紙第３－４～７参照 

４ 課税の繰り延べであるため、期間全体を通せば減収とはならない 

 

④ 効果 《政策目的（9①）の達成状況及び租税特別措置等により達成しようと

する目標（9③）の実現状況》 

年度 

区分 

令和

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

建物（戸） ２７ ３１ ９ １３ ７ ５ ０ 

土地（ha） ８.６ ６.７ ７.１ ２３.９ ９.２ ６.７ ０.５ 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 
１ 各年度の計数については、地方協力局地域社会協力総括課で整理 

２ 令和６年度以前については実績であり、別紙第４－１～３参照 

３ 令和７年度以降については見込みであり、別紙第４-４～７参照 

 

〇達成目標の変更理由・所期の目標達成状況 

令和５年度から令和７年度までの３年間における移転の補償等の見

込みは、所期の目標５１戸に対し、５３戸であり、所期の目標に達した。 

土地の買入れについても、所期の目標２９.１ha に対し、３７.７ha であ

り、所期の目標に達した。 

戸数等調査を実施した平成２８年度時点の対象に対する事業用資

産の土地の買入れの進捗率は、前回要望時（令和３年度末時点）で３

０.２％（１０７ha）に対し、令和６年度末時点では、３６.６％（１２９.４ha）

と、進捗が図られている。 

本特例措置により、事業者の移転に伴う一時的な経済負担を軽減し

航空機騒音障害区域外への移転を容易にすることで、航空機の音響



 

 

に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけが受けている不利

益を公平の観点から是正し、関係住民の生活の安定及び福祉の向上

に寄与するため、令和８年度から令和１０年度までの３年間に令和６年

度末までに要望のあった建物１２戸、土地１６.５ha の事業用資産の移

転等を実施する必要があり、本特例措置の延長を要望する。 

  
《租税特別措置等により達成しようとする目標（9③）に対する租税特別

措置等の直接的効果》 

 

年度 

区分 

令和

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

建物（戸） １６ ２７ ８ １３ ７ ５ ０ 

土地（ha） ２.８ ２.２ ４.７ ２３.９ ９.２ ６.７ ０.５ 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 
１ 各年度の計数については、地方協力局地域社会協力総括課で整理 

２ 令和６年度以前の根拠については、別紙第３－１～３参照 

３ 令和７年度以降については見込みであり、別紙４-４～７参照 

 

 

前回政策評価を実施した令和４年度から令和６年度までの間に建

物６７戸、土地２２.４ha の事業用資産が移転等を実施しており、関係住

民の生活の安定及び福祉の向上に寄与したところである。  

また、移転等を実施した事業用資産のうち、本特例措置の適用数に

ついては以下のとおりであった。 

・令和４年度 

建物２７戸、土地８.６ha のうち、建物１６戸、土地２.８ha 

・令和５年度 

建物３１戸、土地６.７ha のうち、建物２７戸、土地２.２ha 

・令和６年度 

建物９戸、土地７.１ha のうち、建物８戸、土地４.７ha 

令和４年度から６年度までの間に移転の補償等を実施する建物６７

戸のうち７６％にあたる５１戸、土地２２.４ha のうち４３％にあたる９.７ha

が本特例措置を適用していたため、政策効果が発現したと言える。 

さらに、令和４年度から６年度までの事業用資産の移転対象の９９

者のうち事業継続予定の１７者に対しアンケート調査を実施したとこ

ろ、うち１２者（７０％）から「租税特別措置による特例措置は必要」と回

答があったことから、適用数のうち、７０％が本特例措置の直接的効果

と見込まれる。前回の政策評価（令和４年度）におけるアンケート調査

においては、８３％が本特例措置の直接的効果と見込まれていたとこ

ろ、今回の政策評価（令和７年度）における割合の低下については、そ

の間の経済情勢等の変化による影響が考えられるとしても、半数以上

という一定の直接的な効果があると考えられることから、将来的にもあ

る程度の直接的効果があると見込まれるものである。 

 また、アンケートの中で、「２,０００万円控除よりも税金を圧縮できるた

め（事業用資産の買換え課税の繰り延べを利用）。事業用のため他に

利用できる税金の特例措置がない。」という意見や、「事業用資産の買

換え特例がなくなるのは大変厳しい。」「事業を継続する人には必要だ

と思う。」といった意見があったこと、個人・法人を問わず、事業用資産

の買換え特例を利用したと回答した全ての所有者が「この制度が移転

の動機の１つとなった」と回答していることから、事業用資産の買換え



 

 

特例が実際に直接移転措置の促進に寄与していることが伺える。 

なお、適用数のうち７０％が本特例措置の直接的効果と見込まれる

ところ、仮に特例措置がなかった場合には実績のうち７０％にあたる建

物３６戸、土地６．８ha が移転を取り止めたと考えられることからも、本

特例措置が直接的な効果として移転措置の促進に大きく寄与している

ことが伺える。 

 

別紙第５参照 

 

《適用数（10①）が僅少等である場合の原因・有効性の説明》 

また、法人の適用件数は各年度で１０件未満と僅少になっている

が、本特例措置が適用されるものは移転の補償等の対象となる事業

用資産の買換えを行う場合に限定されるためである。適用数自体は少

ないが、大規模な事業用資産の移転においては、移転措置事業にお

ける他の特例を適用するよりも本特例措置を適用した方が、法人税等

が優遇されることから、達成目標の実現のため、少しでも進捗率を向

上させていく観点からも本特例措置は必要である。 

この点について、航空機騒音障害区域で移転の希望届を提出して

いない事業者９３者へアンケートを実施し、１２者（１３％）から回答があ

ったところ、７者（５９％）が「移転をする際に税の特例措置を利用した

い」とのことであり、更に４者（３３％）が「事業用資産の買換えの特例が

あることが移転の動機の１つとなる」と回答があったことからも、今後、

移転を考えている事業者にとって、本特例措置の継続が直接的に移

転の促進に繋がるものである。 

また、今後、全国的に航空機騒音障害区域を見直していく予定であ

るところ、区域解除により今まで移転を留保していた事業者の移転希

望増加や、新たな区域指定による新規対象事業者の増加に対し、前

述のアンケート結果に見られるような、今後特例措置を利用して移転を

したいと考えている者が、移転時に特例措置がなくなったことで資金計

画が立たないなどを理由に移転を断念することのないよう移転を促進

させる措置として、引き続き必要であるといえる。 

 

別紙第５参照 

 

事業用資産を移転する場合の移転補償金等が譲渡所得として法人

税等の課税対象となることから、本特例措置がない場合、資産の目減

りが生じ、従前の資産と同等の資産に買い換えることができず、移転を

断念することに繋がる。経済的負担により移転を断念する事業者が増

加すれば、自衛隊等の飛行場が所在することによって特定の地域の

住民が受けている不利益を放置することにもなることから、航空機騒音

障害区域外への移転等を容易にするため、本特例措置は必要であ

る。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

航空機の音響に起因する障害が特に著しい地域の関係住民だけが

受けている不利益を公平性の観点から是正する措置であり、移転に伴

う経済的負担を軽減することにより航空機騒音障害区域外への移転を

容易にし、移転が促進されることにより、関係住民の生活の安定及び

福祉の向上に寄与することとなり、ひいては、我が国の平和と安全及

び国民の安心・安全の確保に寄与することができることから、本特例措



 

 

置による税収減を是認する効果が得られていると認められる。 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本特例措置は、航空機騒音障害区域からの移転の促進を図る観点

から事業用資産の所有者の税負担を軽減するためのものであり、譲渡

所得を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填することは困

難であることから、譲渡所得の課税の特例措置を採ることが妥当であ

る。 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

なし 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

なし 

 

 

12 有識者の見解 本事業の必要性等について異論はない。 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

【事前評価】令和４年８月(Ｒ４防衛０２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙第１ 

 

１ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号）（抄） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防

止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自

衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉

の向上に寄与することを目的とする。 

 

（移転の補償等） 

第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な

実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域（以下

「第二種区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する

物件（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、

又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有す

る者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により

通常生ずべき損失を補償することができる。 

２ 国は政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れ

を申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 

３ （略） 

 

 

２ 国家防衛戦略について（令和４年１２月１６日国家安全保障会議決定及び閣議決定）

（抄） 

 

Ⅲ 我が国の防衛の基本方針 

我が国の防衛の根幹である防衛力は、我が国の安全保障を確保するための最終的な担保で

あり、我が国に脅威が及ぶことを抑止するとともに、脅威が及ぶ場合には、これを阻止・排

除し、我が国を守り抜くという意思と能力を表すものである。  

この防衛力については、我が国は戦後一貫して節度ある効率的な整備を行うものとして

きた。（中略）、今後の防衛力については、相手の能力と戦い方に着目して、我が国を防

衛する能力をこれまで以上に抜本的に強化するとともに、新たな戦い方への対応を推進し、

いついかなるときも力による一方的な現状変更やその試みは決して許さないとの意思を明

確にしていく必要がある。こうした努力は、我が国一国でなし得るものではなく、同盟

国・同志国等と緊密に協力・連携して実施していく必要がある。このため、本戦略におい

て、我が国の防衛目標を明確にした上で、防衛目標を達成するためのアプローチと具体的

な手段を示し、あらゆる努力を統合して実施していく必要がある。 

１ 我が国自身の防衛体制の強化 

⑵ 国全体の防衛体制の強化 

ク 自衛隊及び在日米軍が、平素からシームレスかつ効果的に活動できるよう、自衛隊

施設及び米軍施設周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協力をこれまで以上に獲

得していく。日頃から防衛省・自衛隊の政策や活動、さらには、在日米軍の役割に関

する積極的な広報を行い、地元に対する説明責任を果たしながら、地元の要望や情勢



 

 

に応じた調整を実施する。同時に、騒音等への対策を含む防衛施設周辺対策事業につ

いても、我が国の防衛への協力促進という観点も踏まえ、引き続き推進する。 

また、地方によっては、自衛隊の部隊による急患輸送や存在そのものが地域コミュ

ニティーの維持・活性化に大きく貢献していることを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・

基地等の配備・運営に当たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよう、

地域の特性や地元経済への寄与に配慮する。  

 

 

３ 防衛力整備計画について（令和４年１２月１６日国家安全保障会議決定及び閣議決定）

（抄） 

 

Ⅵ  防衛力を支える要素 

３ 地域コミュニティーとの連携  

自衛隊及び在日米軍が、平素からシームレスかつ効果的に活動できるよう、自衛隊施設

及び米軍施設周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協力をこれまで以上に獲得してい

く。日頃から防衛省・自衛隊の政策や活動、在日米軍の役割に関する積極的な広報を行

い、地元に対する説明責任を果たしながら、地元の要望や情勢に応じた調整を実施する。

同時に、騒音等への対策を含む防衛施設周辺対策事業についても、我が国の防衛への協力

促進という観点も踏まえ、引き続き推進する。また、各種事態において自衛隊が迅速かつ

確実に活動を行うため、地方公共団体、警察・消防等の関係機関との連携を一層強化す

る。  

 地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティーの維持・活性化に大きく貢

献し、あるいは、自衛隊による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存在することを

踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置・運営に当たっては、地方公共団体や地元住

民の理解を得られるよう、地域の特性に配慮する。また、中小企業者に関する国等の契約

の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元中小企業の受注機会の確保を図るなど、地

元経済に寄与する各種施策を推進する。 



 

 

別紙第２ 

 

 

 

 



 

 

別紙第３－１ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和４年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 １件 

１戸 

０．００８ha 

  

② 法人税 １件 

１戸 

０．００８ha 

適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

※適用実態調査情報では令和５年度事業として計

上されていることを特定 

 

所得税  ２２件 

１５戸 

２．８ha 

事業用資産移転補償等実績者のうち、租税特

別措置対象者（防衛省地方協力局地域社会

協力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額  １２百万円   

④ 法人税  １２百万円 適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条）（財

務省） 

 

所得税   ５１２百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

⑤ 減収額  ４百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ３百万円 １２百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ０百万円 ３百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 １百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 １百万円 １２百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ０百万円 １百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税    ７７百万円 ５１２百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 



 

 

別紙第３－２ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和５年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ０件 

０戸 

０ha 

  

② 法人税 ０件 

０戸 

０ha 

適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

※適用実態調査情報にて令和５年度事業として計上

されている１件は、令和４年度事業として整理 

 

所得税  １６件 

２７戸 

２．２ha 

事業用資産移転補償等実績者のうち、租税特

別措置対象者（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 ０百万円   

④ 法人税 ０百万円 適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

 

所得税 ５１１百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ０百万円 

 

⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ０百万円 ０百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ０百万円 ０百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 ０百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 ０百万円 ０百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ０百万円 ０百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 ７７百万円 ５１１百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙第３－３ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和６年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数      ８件 

５戸 

０．３ha 

  

② 法人税      ８件 

５戸 

０．３ ha 

事業用資産移転補償等実績者のうち、租税特

別措置対象者（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

所得税  １５件 

３戸 

４．４ha 

事業用資産移転補償等実績者のうち、租税特

別措置対象者（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 ２２７百万円   

④ 法人税  ２２７百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税  ２７３百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ７９百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税  ５３百万円 ２２７百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ４百万円 ５３百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  ２２百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税  １６百万円 ２２７百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税   ６百万円 １６百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 ４１百万円 ２７３百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 適用額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等実績額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝３４０,７３７千円×９５％×７０％=２２６,５９０千円=２２７百万円 

※取得費＝事業用資産移転補償等実績額×５％ 

４ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 



 

 

別紙第３－４ 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和７年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数     ８件 

５戸 

０．９ha 

  

② 法人税     ８件 

５戸 

０．９ha 

令和７年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

所得税     ４７件 

８戸 

２３ha 

令和７年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 ７０７百万円   

④ 法人税 ７０７百万円 

  

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ９４５百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤  減収額 ２４２百万円、 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 １６４百万円 ７０７百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 １１百万円 １６４百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  ６７百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税  ４９百万円 ７０７百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税  １８百万円 ４９百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税  １４２百万円 ９４５百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 適用額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝１,０６３,３７２千円×９５％×７０％＝７０７,１４２千円≒７０７百万円 

※ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

４ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 

  



 

 

別紙第３－５ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和８年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ４件 

３戸 

２．４ha 

  

② 法人税 ４件 

３戸 

２．４ha 

令和８年度において移転を予定している事業

用資産所有者数（防衛省地方協力局地域社

会協力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

所得税  ３５件 

４戸 

９ha  

令和８年度において移転を予定している事業

用資産所有者数（防衛省地方協力局地域社

会協力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 ２２２百万円   

④ 法人税 ２２２百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ５３１百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ７８百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ５２百万円 ２２２百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ４百万円 ５２百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 ２２百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 １６百万円 ２２２百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ６百万円 １６百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 ８０百万円 ５３１百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝３３４,２１６千円×９５％×７０％＝２２２,２５４千円≒２２２百万円 

※ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 



 

 

別紙第３－６ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和９年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数  ２件 

２戸 

０.１ha 

  

② 法人税   ２件 

２戸 

０.１ha 

令和９年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

所得税   ２７件 

３戸 

６.６ha 

令和９年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 １９５百万円   

④ 法人税 １９５百万円 

  

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ９３２百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ６７百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税  ４５百万円 １９５百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ３百万円 ４５百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  １９百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 １４百万円 １９５百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税  ５百万円 １４百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税  １４０百万円 ９３２百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 適用額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝２９３,７９０千円×９５％×７０％＝１９５,３７０千円≒１９５百万円 

※ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

４ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 

 

  



 

 

別紙第３－７ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和１０年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ０件 

０戸 

０.０ha 

  

② 法人税 ０件 

０戸 

０.０ha 

令和１０年度において移転を予定している事業

用資産所有者数（防衛省地方協力局地域社

会協力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

所得税  ２件 

０戸 

０．５ha 

令和１０年度において移転を予定している事業

用資産所有者数（防衛省地方協力局地域社

会協力総括課調べ（令和７年３月末時点）） 

 

③ 適用額 ０百万円   

④ 法人税 ０百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

所得税 １５８百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ０百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ０百万円 ０百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ０百万円 ０百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 ０百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 ０百万円 ０百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ０百万円 ０百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 ２４百万円 １５８百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 適用額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝０千円×９５％×７０％＝０百万円 

※ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

４ 減収額の計算方法 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×税率(３７％) 

 

  



 

 

別紙第４－１ 

 

事業用資産の移転補償等の実績（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を実施した者を計上。 



 

 

別紙第４－２ 

 

事業用資産の移転補償等の実績（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を実施した者を計上。 



 

 

別紙第４－３ 

 

事業用資産の移転補償等の実績（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を実施した者を計上。 



 

 

別紙第４－４ 

 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和７年度） 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

（令和７年３月末時点） 



 

 

別紙第４－５ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

（令和７年３月末時点） 

 



 

 

別紙第４－６ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

（令和７年３月末時点） 

 



 

 

別紙第４－７ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和１０年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

（令和７年３月末時点） 



 

 

別紙第５－１ 

 



 

 

別紙第５－２ 

 


